
シニアライフ相談サロン
立ち上げプログラム

サポート企業業務提携について
集客・営業戦略について

第３講
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立上げプログラム（７期）

内容

・入会オリエンテーション第１講
（12/12）

第２講
（12/19）

第３講
（12/26）

講師

・選ばれるサロンのコンセプトづくり

・これだけは知っておきたい医療・介護

神尾 直志

松本 直之

松本 直之

第４講
（1/16）

第５講
（1/23）

・サポート企業との業務提携
・集客・営業戦略について

・日常生活支援（見守り）、身元保証、
死後事務委任のの知識 小溝 琢

小林 正和（医療）
山本 慶子（介護）
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立上げプログラム（7期）

内容

・知らないと損する不動産の知識
・相続における保険の活用法

第６講
（1/30）

第７講
（2/13）

第８講
（2/20）

講師

・知らないと損をする葬儀とお墓の知識
・生前整理・遺品整理の知識

渡邊 卓哉（不動産）
松葉 賢治（保険）

松瀬 教一（葬儀お墓）
松本 直之（遺品整理）

大西 陽子

第９講
（2/27）

・遺言と相続手続きの知識

・まとめ
・ビジネスモデルに合った戦略構築 松本 直之
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自己紹介：１分で自分の価値を相手に伝えきる

10秒、興味喚起
「へ～」

10秒、仕事概要
「そうなんです
ね」

35秒、選ばれる理由
（メリット、ビジョン、ハイブ
リッド）
「なるほど！」

5秒、行動要請
「お願いします」
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売れる1分自己紹介をつくる7つの極意

極意① 誰向けにどのようなサービスを提供している人かを明確に伝える

極意② 興味を惹くキャッチフレーズ

極意③ 質問（クイズ）を入れる

極意④ 仕事の概要を伝える

極意⑤ 選ばれる理由を入れる

極意⑥ 成功事例やお客様の声を入れる

極意⑦ 行動要請を必ず入れる
5



サポート企業業務提携について
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弁護士法の注意点

7

（非弁護士の法務の取り扱い等の禁止）

第七二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で

訴訟事件、非訴事件及び審査請求、再調査の請求、再審

査請求等行政庁に対する不服申立事件、その他一般の

法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の

法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする

ことができない。

ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、

この限りではない。

（非弁護士の虚偽表示等の禁止）

第七四条

一.弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律
事務所の標示又は記載をしてはならない。

二.弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その
他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならな
い。
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1

•非弁行為は、2年以下の懲役又は
300万円以下の罰金
特に遺産分割協議への関与は注意!

2

相続業務における遺産分割協議書
作成における交渉・折衝は弁護士以外
はNG!!

3

税理士は、相続税の申告や調査など
の業務

4

司法書士は、相続不動産登記の名義
変更

5

行政書士は遺産分割協議書の作成
業務
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税理士法の注意点

9
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非税理士による違反行為

税務相談とは、主に具体的な税金計算をする上での相談、税務申告書類作成にかかわる相談を指す。

税金の相談でも、単に国税庁のHPに記載されている内容の案内などだけをするのは違反にならない。
例えば、小規模宅地の評価減を使えるかどうかの判断をおこない、アドバイスするのは違反となるので注意。

Copyright 志師塾 All Rights Reserved. 10

非税理士による違反行為は

2年以下の懲役又は、100万円以下の罰金
これらは全て違反!
• 税務代理、税務書類の作成

• 確定申告書の作成代理

• 相続税の試算（相続税シミュレーション）
• 税務相談



サービスの提供先と連携先を考える

サービスの提供先は?

BtoBか?BtoCか?

連携先は?
→誰から紹介をもらうの?誰と協業するの?

1 士業 相続や終活に強い先がベスト

2 医療・介護系
ケアマネ、ソーシャルワーカー、
地域包括など

3 エンディング系 葬儀社、遺品整理業者、

4 行政 注:時間が掛かる
最初は、ここだけの紹介だけでは苦しい
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業務提携について
業務提携のポイント

各専門家との提携が必要

提携業務の範囲の確認

サービスエリアの確認

紹介フィーの確認

業務提携契約書の締結の確認

＊ポイント:単なる提携先にならず、紹介先の１社になるか?
⇒地域でのパワーチームの構築
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業務提携について
相手側の業務範囲を知る

遺言書

弁護士 遺産分割協議 後見人 相続争い 遺言書

司法書士 遺産分割協議 後見人 相続登記 遺言書

行政書士 遺産分割協議 後見人 遺言書

税理士 相続税の申告 確定申告

社労士 年金 △後見人
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業務提携について
業務提携で確認すべきポイント

各専門家との提携

葬儀社
• 利用者のご逝去後の対応について
• 葬儀費用等
• 紹介料等 遺品整理

• サービスエリア
• 施設・病院・自宅での対応
• 紹介料等

お墓
• 遺骨の保管期間
• 永代供養
• 納骨・供養の費用等 保険代理店

• 損害保険（賠償保険）について

不動産屋
• 得意な業務（賃貸、売買）
• エリア
• 紹介料等
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業務提携について

アポイントの時に注意すること

業務提携の進め方

お客様をこちらが紹介するための提携なので、
それほど難しくはないので、臆することなく行動しましょう

足らない分野のみWEBで
提携先を探す

自社の既存のコネクションと
ここのグループ内の人脈を活用
する
できるだけ飛び込みにならない
ようにする
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業務提携について

業務提携の進め方
【トークスクリプト】

こんにちは、私は（会社名）の（名前）と申します

弊社は、高齢者向けにシニアライフ相談サロンを
（地域）を中心に提供している会社になります。

そのサービスを提供するにあたり、御社サービスの
（商品・サービス名）を希望される方がいた時に紹
介させていただく提携先として連携できないかと思い、
ご連絡させていただきました。

よろしければ、責任者の方と一度、お互いのサービス
のことや業務提携のお話をさせていただくことは出来
ませんでしょうか?
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業務提携について
業務提携のポイント（士業）

1
できれば知り合いや紹介で探す

2
相続や終活に関わる業務を専門としている士業を探す

• 税理士なら資産税に強い
• 弁護士等は、後見人、財産管理、死後事務委任などを普段から行っているのがベスト

3
こちらが何をする相談窓口なのか?提携のメリットを聞かれるので、簡潔に答える準備をしておく
⇒アプローチブックの用意

4
紹介料は

• 税理士、行政書士は〇
• 弁護士、司法書士は基本×（別法人で対応している所も）
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業務提携について
業務提携のポイント（葬儀社・お墓）

1

地域の有力な葬儀社を探す

2

3社程度の提携をしておき、
お客様の希望に合うところを紹介でき
るようにしておく

3

病院と提携しているような葬儀社
は?
⇒詳しくは第7講

4

納骨堂、永代供養、樹木葬、海洋
散骨など様々な納骨方法に対応でき
るようにしておく

5

多くはないが、紹介料の件も事前に
確認する
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業務提携について
業務提携のポイント（不動産会社）

1
売買と賃貸どちらを行う会社かをしっ
かり確認する

2

賃貸の場合、高齢者の入居も可能
かを確認しておく

3

売却の時の紹介料の確認
（一般的には20～30％）

例）30,000,000円の不動産売却を行っ
た際の仲介手数料は1,056,000円となり
ます。この金額の20～30％を紹介料として
受け取ることができるので、211,200～
316,800円となります。

4

不動産を不動産業者に直接買取り
してもらう場合は、3％の紹介料も可
能なので、確認すること

Copyright（C）一般社団法人シニアライフカウンセラー協会



業務提携について
業務提携のポイント（遺品整理・引越し）

1
サービスエリア、施設・病院・自宅で
の対応の確認をする

2

紹介料については、10～15％が一
般的。あまり多くの紹介料を提携時
に要求すると、お客様の見積もりが
高くなるような業界のため注意が必
要

3
サロンの相談業務の中でも初級の
業務のため、しっかりこの取次で収益
を上げていきたい

4

遺品整理業者は、得意不得意があ
る。捨てるのが得意、買取り得意など
あるので複数社との提携と相見積も
りが必要
例)25万円 VS 80万円

54万円 VS 110万円など
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業務提携について
業務提携のポイント（保険）

1
現在は、保険を紹介しても紹介料を貰うのは基本NG

2
保険での手数料が欲しい場合は、代理店契約を行う

3
お互いの本業について紹介しあうようなパートナー企業と考えて付き合うのもアリ

4
企賠償責任保険（福祉事業者総合賠償責任保険など）への加入
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業務提携について

各事業者との業務提携前には、
必ず「顧客紹介に関する契約書」の
読み込みをお願いします。
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業務提携について

業務提携リスト表を埋める!
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業務提携の進め方について
交渉に準備するツール

アプローチブックを活用して、
シニアライフ相談サロンに
ついて説明し、共感して
貰えるようにしておく

チラシ、プロフィールシート、
写真入り名刺

顧客紹介に関する
契約書の雛形
（見せれるように）

アプローチブックはファイリングして相手に置いてくる。
先方が協業している他の業種や同業者を紹介して貰えないか必ず聞くようにする
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集客・営業戦略について
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集客先について

お客様はどこにいる?⇒誰から紹介を貰う?
• 病院のSW、居宅のCM

• 士業（税理士、弁護士、司法書士、行政書士など）

• 高齢者施設（有料老人ホーム）

• サービス付き高齢者住宅

• 保険代理店

• 不動産会社

• 遺品整理業者

⇒サポート提携企業＝紹介ルート先という考え
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集客手法について

3
業務提携
契約

2
他の連携先
の紹介依頼

1
シニアライフ
相談サロン
の認知

4
イベント相談

5
案件の紹介
獲得・協業

業者へのアポイント⇒訪問、zoomでの１on１

訪問の目的を明確にする→単なる情報交換は✖
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大切な３つの営業ツール

2 アプローチブック
・提携企業に自分のビジネスのことを理解してもらうためのツール

1 プロフィールシート（１枚シート）と名刺
・交流会などで人脈拡大、紹介を入手するためのツール

3 チラシ（パンフレット）
・お客様向けにサービスの内容を明記した資料



1．プロフィールシートが必要な理由

人はすぐに忘れる

面談の時に言葉だけでしっかりとこちらの事を伝える

ことが難しい

言語化しておくことで紹介してもらいたい人をイメージ

しやすくなる

ほとんどのビジネスマンが自己紹介シートを用意して

いない

士業や先生業をやっている人で自己紹介シートまで

用意している人は少ない

プロフィールシートを作るような人は、ちゃんとしている人

だという印象を与える

親しみやすくなる

写真を載せることで顔を覚えてもらいやすくなる

自分の強みや欲しい紹介などのブラッシュアップが

できる

1on1の際に、活用することで成果に繋がりやすくなる



プロフィールシート事例①-１



プロフィールシート事例①-2



プロフィールシート事例①-３

紹介して欲しい人
• 女性ばかりの職場の経営者や人事

担当者

• 従業員が10名以上いる会社の女性
経営者

• 生命保険会社、化粧品会社、エステ
会社など女性リーダーが活躍している
企業の
経営者や人事担当者

紹介して欲しい人
サービス・卸売小売・製造・医療福祉の
中小企業で、

• 人財育成に力を入れている、又は入れたい
と思っている経営者や人事担当者

• 人がなかなか入らない、入ってもすぐに辞める
と悩んでいる経営者や人事担当者

• 幹部・リーダーが育ってほしいのに育ってくれない
と真剣に悩んでいる経営者

Before After



【プロフィール】

✔志宣言

シニアとその家族を悪徳業者から守り、安心して、充実した人生を送って頂くための社会の実現

✔サービスエリア
不動産、相続のご相談は全国対応/終活サポートは神奈川、東京

✔商品・サービス
▪不動産サービス（全国の相続不動産の売却、空き家の管理、不動産コンサルティング等）

▪終活サポート（身元保証、見守り、死後事務委任、生前・遺品整理、お葬式・お墓相談等）

▪シニアライフ相談サロン『めーぷる』の本部運営 ※加盟店募集中♪

✔紹介して欲しい人

▪（地方にある）相続した実家の空き家や土地がそのままで困っている方

▪バブルの頃に購入した別荘や別荘地、山林を所有していて、売れずに困っている方

▪おひとりさまの高齢者の方ですぐに頼れる家族（子供）が身近にいない方

✔組みたいJV先

▪相続が得意＋後見人をやる弁護士・司法書士・行政書士・（税理士）などの士業

▪ケアマネジャー・ソーシャルワーカー、訪問看護などの医療・介護の方

▪高齢者向けのサービス（相続、終活）を展開している方

✔どの様に自分のことを紹介して貰いたいか？
『不動産×終活サポート×税務について相談できる旦那が宅建士とFP、奥さんが税理士の夫婦がいます。

相続不動産と終活のお悩み解決チャンネルというYouTubeもやっているので、見たら絶対に参考になります

よ。その上で相談してみたいと思ったらお繋ぎします』と言ってご紹介ください。

名前：松本 直之

ニックネーム：なおさん

肩書：「不動産と終活の

お悩み解決パートナー」

資格：宅建士、FP、シニアライフカウ
ンセラー、賃貸不動産経営管理士

拠点：横浜市神奈川区

趣味：旅行、温泉、テニス



プロフィールシートの作成ポイント
 趣味やプライベートも入れる

 誰でもわかる言葉 （業界の専門用語×）

 紹介して欲しい人やJVしたい人が実際に思い浮かぶようになっている

志に共感してもらうことで、自分に興味をもってもらう

他人脳（仲間）の協力を得て完成させる



□あなたの志はなんですか?

□あなたの商品・サービスは?

□あなたの紹介してほしい人は誰ですか?

ワーク
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２．アプローチブック
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アプローチブックとは?

『提携企業に自分のビジネスのことを理解してもらうためのツール』
（自分の強み）など⇒ ビジネスモデルの構築

パンフレットとの違いは?

単なる仕事の説明資料ではなく、志や一緒に活動するメリットなどを入れると〇

まずしなければならないことは?

志、選ばれる理由（自分の強み）など⇒ ビジネスモデルの構築



3．チラシ（パンフレット）

37

チラシの役割とは?
『お客様向けにサービスの内容を明記した資料』

シニアの業界
シニアには紙のチラシが馴染みある
ケアマネなど介護業界もまだまだアナログ

チラシの内容
流行りのものよりも⾧く持ってもらえる内容(保存版)

知り合いにも協力してもらう
5～10枚ずつ渡しておく

チラシの活用
チラシ ⇒ HP（ホームページ）、LP（ランディングページ）、公式LINE、YouTubeへの誘導



集客手法について

1

営業管理シートの利用
訪問日、施設や社名、担当者の名前、
トーク内容、宿題など

2

居宅介護支援事業所（CM）へは月
１～２回訪問
※月内の訪問時期は特に注意

3

病院（SW）へは月2回
訪問

4

士業などへは月1回訪問やzoom１
on１の実施

5

先方の忙しくない曜日や時間の把握

6

次回の訪問がしやすくなるために宿題を
貰うくせをつける

訪問時のポイント
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チラシ雛形の提供及び作成サポート（一部有料）
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集客手法について

パイプづくり

①めーぷるの仲間や他の専門家と組んでの「相続・不動産の無料相談会』を開催する
→新聞折り込み推奨

②小規模のワークショップ（100年ライフ見える化ノートやエンディングノート）を自社が中
心に開催する
→紹介や身近な方への声掛け

③地域包括支援センター、商工会議所、保険会社、葬儀社、新聞販売店などのリストホル
ダーと組んでセミナーを開催する
→集客はリストホルダーに依頼し、こちらはコンテンツ提供

④間接的なイベント（福祉ネイル、健康体操、スマホ教室、シニア交流会など）を開催する
→集客及び継続客への声がけ（接触回数を増やすため）

⑤SNS（YouTube、Instagram、X、Facebookなど）での発信
→知人への刷り込みと40～60代への告知
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